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監修のことば

さわやか福祉財団会長

堀田　力

　NPO法が施行され、20年余を経過した。この間、NPO法人や関連制度は
どのように変化したのだろうか。
　NPO法人の累計法人数は、右肩上がりに増えていたが、ここ数年５万法
人を超えたところで横ばいになっている。後継者不足などで解散法人が増え
てきたからである。
　しかし、NPO法人の財政規模をみてみると、確実に力強く成長している
ことが窺われる。内閣府平成16年度基本調査と平成29年度実態調査との対
比では、収益合計1,000万円超の法人が22.2％から49.9％と大幅に伸びている。
　一方、NPO法制度については、施行当時と比べると飛躍的に改正され、
税制度でも認定NPO法人は公益法人並みに優遇されてきている。これは、
他の法人格にない「中間支援団体」が、毎年改正要望書を作成し、超党派の
「NPO議連」と連携し、活動しやすい社会的基盤を築いてきた結果である。
　そのように改善されてきたのも、数を増やしたNPO法人が、全国でさま
ざまな社会ニーズに合った事業を行い、各地で多くの成果をあげ、今やしっ
かりと第三セクターの地位を確立したからである。
　勿論、NPO法制定時に目指した市民主導型社会の構築、社会的課題の解決、
市民参加の仕組みづくりなど引き続き強化すべき課題は残っているが、それ
にしても、20年余でここまで成長したのは、なぜであろうか。
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　それは、“NPO活動の必要性とNPOへの期待” があったからと考える。ま
すます多様化・複雑化する社会に対し、国や行政の財政は逼迫し、民間非営
利組織の力が不可欠になってきている。
　人生100年時代を迎え、福祉系を中心にNPOの第２ステージが始まると
思われる。地域包括ケアシステムが全国的に動き出したからである。NPO
法人は、行政と対等にコラボして市民ニーズに応えるため、なくてはならな
い存在となっている。
　21世紀は世界的にNPOの時代といわれている。日本においては、まだ発
展途上であり、今後も “NPO活動の必要性やNPOへの期待” は続き、さら
に成長するであろう。そうならなければ市民社会が持続しないところまで、
日本もきているのである。
　現在、各所轄庁で「手引書」を作成しているが、標準的なことしか記載さ
れておらず、認証を得た後の登記や各種届出についてはほとんど触れていな
い。このため、NPO法人を立ち上げるには、あちこち調べなくてはならず、“や
やこしい” “難しい” との声がきかれる。
　そこで、本書では、NPO法人設立に必要な全ての項目（認証・登記・税務・
労働保険・社会保険まで）について、筆者が豊富な経験に基づき、実務的な
観点から具体的なノウハウやポイントをわかりやすく書いている。つまり、
全くの初心者でも、本書一冊で “自分たちでNPO法人がつくれる”、いわば
“NPO法人設立のバイブル” ということができる。
　今回、現場からの強い要請に応え、関連する各法改正や手続きの変更につ
いて、最新情報にアップデートして改訂することとした。
　NPO法人を起業したい方々が、本書を活用し、悩むことなく効率的に
NPO法人を立ち上げ、社会的課題解決のために共に活動し、実り豊かな市
民社会が実現することを心から願っている。
� 2020年２月
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⃝趣　旨 設立の認証を得るための申請書
⃝留意点 ①　本書類は、“様式” のため、所定通りに作成（所轄庁で内容が多少異なる）
 ②　通称名等を使用する場合は、正しい氏名の後に（　）で記載（以下、同じ）
 ③　所轄庁により、次の点などに相違あり

　・タイトル…特定非営利活動法人設立認証申請書（東京・神奈川・大阪等）
　・前文………異なる（神奈川・愛知・大阪等）
　・その他…… 郵便番号、FAX番号の他、名称・氏名にフリガナを記載（東京等）

特定非営利活動の種類を記載し、主なる活動分野を明示（愛知等）
レイアウトが異なり、添付書類の欄あり（大阪等）

　　　　　　　 その他の事務所を置かない場合は “なし” と記載（千葉・福岡等）

2 　設立認証申請書

通常 “○○知
事” もしくは
○○市長殿と
記載

定款と完全に
一致

その他の事務
所をもれなく
記載

代表者が複数
の場合は、全
員を記載

定款上最小行
政区画で止め
ておいた場合
でも、必ず地
番まで、省略
のない正確な
文字・表記方
法で記載

申請書の提出
日を記載

通常設立代表
者とし、その
住所・氏名を
住民票と同一
の文字・表記
方法で記載

認印で可

連絡のとれや
すいところで
可

定款の “目的”
をそのまま転
記
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⃝趣　旨 設立総会において選任された設立当初の役員の氏名及び住所又は居所並びに
各役員について報酬の有無を記載した名簿で、申請後の縦覧資料となる

⃝留意点 ① 　本書類は “様式” ではないので、必要項目が記載されていれば必ずしも
同一でなくて可。ただし、定款の附則に記載した設立当初の役員と一致

② 　本書類には、NPO法上の役員（理事及び監事）のみ記載し、それ以外の内
部的役職者は不要。外国人の場合は、母国文字にカタカナでフリガナを付記

③　所轄庁により、次の点などに相違あり
　・確認事項欄の設定…チェックを入れる（東京等）
　・氏名…………… フリガナを付記（埼玉・千葉・東京・愛知・大阪・福岡等）
　・報酬の有無……有・無のいずれかに○付け（東京等）
　・役名欄の設定… 理事・監事の区分を記載（北海道・埼玉・千葉・東京・

神奈川・愛知・大阪等）
　・備考欄の設定…役職名を記載（神奈川等）

3 　役員名簿

理事の職名を
定めている場
合は、その職
名を記載

住民票と同一
の文字・表記
方法で記載

報酬を受ける
役員は有、受
けない役員は
無と記載
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⃝趣　旨 当法人の役員になることを承諾するとともに、役員の欠格事由に該当しない
こと（NPO法20条各号）及び役員の親族等の排除に違反していないこと（同
法21条）を誓約する書類

⃝留意点 ①　理事用と監事用の２種類を作成（“理事” “監事” を変えるのみ）
② 　住所・氏名は、通常自署・記名（パソコン）などいずれでもよいが、住

民票と一言一句そのまま転記。印鑑は認印で可。外国人は母国文字を記載
しサイン（訳文を要する場合有り）

③ 　原本は登記時に必要となる者があるため、所轄庁へは謄本（コピー）を提出
④　所轄庁により、次の点などに相違あり
　・タイトル・本文・レイアウト…異なる（千葉・東京・神奈川等）
　・宛先……設立代表者名を併記（神奈川、大阪等）
　・氏名……フリガナを付記（神奈川・埼玉等）、自筆署名･押印（愛知等）
　・住所・氏名・押印…自署・押印の場合は住民票の提出省略可（千葉等）

4 　就任承諾及び誓約書

設立後の法人
名称を記載

設立総会日も
しくはそれ以
降の就任承諾
日を記載

住民票と同一
の文字・表記
方法で記載

認印で可
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⃝趣　旨 住所又は居所を証する書面とは、次の通り法定（各所轄庁の条例）
ⅰ　住民基本台帳法の適用を受ける人
　住民票の写し
　→住民票のコピーではなく、交付された住民票そのもの（原本）
ⅱ　上記以外の人
　住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
　→ これに該当する人は、外国人であって外国に住んでいる方などが想定さ

れる。外国語の文章には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付す
る必要がある

⃝留意点 ① 　家族全員や本籍地・マイナンバーの記載は不要であるが、申請日の６ヵ
月以内に交付されたもの

② 　役員全員に、本書類の取り寄せを含め前頁「４　就任承諾及び誓約書」
の留意点の②などをメモし、早めに依頼しておくこと

③ 　外国人登録法の適用を受ける人については、外国人登録制度の廃止に伴
い、住民基本台帳法の適用者と同じ住民票の写し

④ 　住民基本台帳法の適用を受ける人で、住民基本台帳ネットワークシステ
ムにより本人確認情報を利用できる場合は、住民票の写しの添付を省略す
るとしている所轄庁あり

5 　役員の住所又は居所を証する書面
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⃝趣　旨 NPO法人の設立要件である “社員が10人以上いること” を証明するための
名簿

⃝留意点 ①　社員全員を記載する必要はなく、10人以上であれば何人でも可
② 　社員が法人・任意団体の場合は、氏名欄にその法人名・任意団体名、代

表者の（肩書・）氏名を、住所又は居所欄にその所在地または（自宅）住
所を記載

③　所轄庁により、次の点などに相違あり
　・タイトル……異なる（東京・愛知・大阪等）
　・番号…………左端に連番を付記（東京・神奈川・大阪等）

6 　社員のうち10人以上の者の名簿

役員名簿に記
載のある役員
については住
民票と同一の
文字・表記方
法で記載
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⃝趣　旨 当団体が、NPO法２条２項２号（宗教・政治・選挙活動を目的とする団体
でないこと）及び同法12条１項３号（暴力団、暴力団又はその構成員若し
くは暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと）に該当することを、
設立総会などで確認した旨の書類

⃝留意点 ① “設立総会において確認した” との文言があるため、また確認者を設立代
表者としているため（代表者としている場合は不要）、設立総会でこれら
を決議するとともに、議事録にもその旨明記しておく必要あり

②　所轄庁により、次の点などに相違あり
　・タイトル……異なる（千葉等）
　・本文…………異なる（東京・神奈川・大阪等）
　・宛先・氏名…知事とするとともに、設立代表者名にフリガナを付記（大阪等）

7 　確認書

設立総会日も
しくはそれ以
降の作成日を
記載

確認行為を行
った会議の開
催日及び会議
名を明記

設立代表者
（複数いる場
合は全員）の
住所・氏名を
住民票と同一
の文字・表記
方法で記載

認印で可


